
タブレット端末使用上のルール（保護者用）         八雲台小学校  令和６年４月 

タブレット端末は、学校での授業や家庭学習に役立てるために、調布市教育委員会から貸し出

されたものです。６年間使い、卒業時に返却後には、新しい１年生に貸し出されます。ご家庭で

も、お子さんが持ち帰った「タブレットを使うときのやくそく（児童用）」をご一緒に確認するこ

とで、お子さんが、きまりを守って、大切に使うことができるよう、ご支援をお願いします。 

持ち運ぶ際 

○破損等の防止のため、タブレットは、クッションケースに入れて持ち運ばせるよう、お願いし

ます。以下の条件を満たすクッションケースをご用意ください。①タブレット端末が入るもの、

②ランドセル内に収まるサイズ（B5～A4）のもの、③ケースの口を閉じることができるもの、

④取っ手がついていないもの。 

○登下校中は、ランドセルや手提げバッグに入れて、外に出さないきまりとなっています。 

○学校とご家庭以外での使用はご遠慮ください。 

ご家庭で使用される際 

○学習目的以外でのご使用は、ご遠慮ください。保護者の方の目の行き届く範囲で使用するよう、

ご協力をお願いします。 

○午後８時から午前７時までは、インターネットの閲覧ができません。Google Workspace for 

Educationとミライシードは、いつでも使うことが可能です。 

○タブレット端末の充電をお願いします。学校では充電をすることはできません。充電が不十分

な場合、タブレット端末を使用することができず、学習に支障が出てしまう恐れがあります。 

○ご家庭では、Wi-Fiに接続してご使用ください。学校では LTE接続で使用しています。毎月５

GB までの制限があり、ご家庭で多くの容量を使用してしまうと、学校で使用する際に、動作

が遅くなり、学習に支障が出てしまう可能性があります。 

○ご家庭のデジタル機器やメモリーカード等を接続することはお控えください。 

注意とお願い 

○床や地面、水場やストーブの近く、直射日光が当たる場所や落下しやすい場所に放置しないよ

うご注意ください。また、タブレット端末の上にものを置かないようお願いします。 

○学校においても情報モラル教育について指導を行いますが、個人情報を SNS 等に書き込んだ

り、相手の許可がないのに写真を撮ったり、知らない相手とやり取りをしたりしないよう、ご

家庭でもルールの確認をお願いします。 

○本校でも、タブレット端末の画面の破損が多く報告されています。画面保護用のフィルムのご

購入の検討をお願いします。 

○タブレット端末を紛失、破損した場合には、すみやかに「紛失および破損に係る状況報告書」

を担任までご提出ください。手元にない場合には、担任までご連絡ください。 

○タブレット端末のパスコード、Google Workspace for Educationとミライシードのパスワー

ドを必ず設定するようお願いします。また、お子さんがこれらを自分で使うことができるよう、

連絡帳の表紙の裏などにパスコードやパスワードが書かれた紙を貼るなどして、情報の共有を

お願いします。 

 


